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～ 二次海難による死亡事故 ～

〈皆さんへのお願い〉

遊泳は開設され安全に管理された海水浴場でお楽しみください。

開設されていない海水浴場や遊泳禁止の場所、人のいないよう

な場所に近づいたり、遊泳することはやめましょう。

2つの家族（大人4人･子供3人）が海水浴場ではない海岸

へ行楽に訪れ、遊泳していたところ、子供３人が溺れました。

すぐに大人の家族（1人）が救助にあたり、子供たちは無事

救助されたものの、大人の救助者は力尽き溺れ、病院へ搬送

されましたが、残念ながら死亡が確認されました。

海難防止啓発アニメ（離岸流編）

離岸流に乗ってしまうと、

いくら海岸に向かって泳いで

も沖に流されてしまいます。

離岸流に乗ってしまったと

きはあわてずに、横方向（海

岸と平行）に泳ぐようにしま

しょう！



※ 海の安全情報の緊急情報配信サービスに登録すると、「灯台で観測したリアルタイムな気象

情報」、「竜巻目撃情報・突風に関する緊急情報」、「航行に支障をきたす流木などの漂流物

情報」などの情報を入手することができます。

（登録は無料です。なお、データ通信料は発生します。）

マリンレジャーは 「ルール」 と 「マナー」を守って！

水上オートバイの海水浴場への進入は遊泳者との衝突

のおそれがあり危険です。

水上オートバイを楽しむ際は、

・周囲を確認し、安全な操船に心がけましょう。

・海水浴場への進入や遊泳者へ近づくなどの危険な

行為はやめましょう。

＜ 皆さんへのお願い ＞

水上オートバイの事故や危険行為の通報が増えています。

■■■ ウォーターセーフティガイド ■■■

海上保安庁では、ウォーターアクティビティを誰もが安全に安心し
て楽しめるように、事故防止のための情報を発信する総合安全情報
サイトを開設しています。詳しくは以下のURLでご覧ください。

https://www6.kaiho.milt.go.jp/info/marinesafety/00 totalsafety.html


